
( 最終年度中間評価 年 )(様式５)終了事業後評価調書   ( 評価年度 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

政策コード 政 策 名事業ｺｰﾄﾞ
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

５．前回評価における指摘事項等１－１．事業実施の背景（施策目標の達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

①指摘事項

②指摘事項へ

の対応
１－２．外部環境の変化及び事業推進上又は完了後に明らかになった問題点

６．事業の内容
①事業概要及び推進状況

２．住民満足度の状況(事業終了後に把握したもの)
一般県民 （時期：受益者 年 月）①満足度を把握した対象

②満足度の把握方法
アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

③満足度の状況

②事業費等 単位（千円）

内　訳３．事業目的（どういう状態にしたかったのか） 当初計画事業費 最終事業費

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体

 ②事業の対象者･団体

事業費計

国 庫 補 助 金 ③達成のための手段 財
源
内
訳

県　　　　　債

そ　　の　　他

一 般 財 源

③当初計画及び最終の事業費比較

最終事業費／当初計画事業費　=( )

令和02令和03 令和03 05 18

05 誰もが元気で活躍できる健康長寿・地域共生社会戦略0040101

04 高齢者や障害者等が安全・安心に暮らせる福祉の充実在宅医療・介護ＩＣＴ連携促進事業
地域包括ケアシステムの構築を通じた高齢者等を支え合う地域づくり01

健康福祉部 福祉政策課 企画班 1313 石川　修 松橋　祥真

平成30 令和02

　地域包括ケアシステムを構築するためには、在宅療養者を中心に、医療・介護に関わる医療機関、
介護事業者などの関係者が連携し、包括的に在宅医療・介護サービスを提供する必要がある。そのた
め、医療・介護に携わる多職種が、ＩＣＴを活用した情報共有により、在宅療養者の日常の様子や状
態の変化をタイムリーに把握するとともに、それぞれの職種が有する情報の一元化と情報共有の効率
化を進めるなど、地域の在宅医療・介護サービスの質の向上を図ることが求められていた。

　地域包括ケアシステムの構築のためには、多職種連携が重要であるが、現状では、医療・介護間の
情報交換が紙ベースで行われているため、即時性に欠けるほか、記録の保存や整理に手間がかかって
いる。また、医療・介護の各制度に依存し、患者の情報が事業所ごとに管理されているため、患者を
軸とした情報の統合が難しく、患者一人ひとりに提供されるサービスが全体的にみて適切かどうか評
価できない。

　本事業は、在宅医療・介護の患者（利用者）・家族及び関係する多職種が情報を共有できる在宅医療・介護情報共有シス

テムの全県展開を支援することで、在宅医療・介護サービスの質の向上を図るものとなっている。当初由利本荘医師会にお

けるモデル事業として実施していたが、平成３０年度からは秋田県医師会が事務局として本事業により能代山本地域及び横

□ □ 手地域において取組を行っている。更に令和２年度は男鹿潟上南秋地域及び湯沢雄勝地域も対象に加え、取組を実施した。

□ □ □ □
□

在宅医療・介護ＩＣＴ連携促進事業　地域の多職種間で在宅医療・介護情報を入力・参照できる在宅医療・介護ＩＣＴ連携システムの導
       53,575入を支援し、地域の在宅医療・介護に必要な多職種間の情報を共有化することによって、地域の在宅        49,070

医療・介護サービスの質の向上を図ることを目指した。

            0             0

            0            0

秋田県医師会             0             0

            0             0

医療・介護・福祉関係機関及び職員、一般県民        49,070        53,575

            0            0

            0            0　地域の在宅医療・介護に携わる多職種間の情報の共有化を図るための、在宅医療・介護ＩＣＴ連携
       53,575システムの導入を支援する。        49,070

            0            0
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７．事業の効果及び課題の改善状況
所管課の評価

評価結果
住民満足度の状況 a c b 

【ｂ又はｃの場合の分析】

A有
効
性
の
観
点

B
適用の可否事業の効果 可 不可

a 達成率100％以上 c 達成率80％未満b 達成率80％以上100％未満
８．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み C【ｂ又はｃの場合の理由】

指標名 指標の種類

成果指標
指標式

業績指標

①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 全体
指
標
Ⅰ

目標a 評価結果事業の経済性の妥当性 適用の可否 可 不可
a 1.0～ c ～0.8実績b b 0.8～1.0

〔〕〔
A 1.0～

〕＝/効
率
性
の
観
点

②データ等の出典

【評価への適用不可、又はｂ、ｃの場合の理由】
B 0.8～

③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 1.0

指標の種類指標名
C ～0.8

成果指標指標式
業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当
指
標
Ⅱ

B (概ね妥当である)A (妥当性が高い)年度 年度 全体 C (妥当性が低い)年度 年度 年度 年度 年度指　標
目標a

総
合
評
価

実績b

②データ等の出典

③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月

◎指標を設定することができなかった場合の効果の把握方法 評価結果の類似事業への反映状況等(対応方針)
①指標を設定することが出来なかった理由

政策評価委員会意見②成果(見込まれる効果)

　在宅医療・介護に携わる多職種が、ＩＣＴを活用して患者の情報を共有することにより、日常の様

子や状態の変化をタイムリーに把握することができ、地域の在宅医療・介護サービスの質の向上を図 ○ ● ○
ることにつながる。また、これにより、患者本人が望むサービスの提供が可能となるとともに、本人

参加型の地域包括ケアを実現する上でも有効となっている。
　事業終了後には住民満足度等の調査は行っていないが、このシステムにより患者を様々な職種の従
事者や家族が支えていくネットワークが作られることから、利用者の満足度は高く、従事者からも高
い評価を得ている。 ○

●
● ○

○ ○ ●
○

　事業実施主体である県医師会において、取り組む地域を拡大しながら、県民公開講演会や一般利用事業に参加する施設数（能代山本、横手、男鹿南秋潟上及び湯沢地域）
者向け説明会、医療・介護従事者向け説明会を開催するなど普及啓発に努めたことにより参加施設の

○事業に参加する施設数（能代山本、横手、男鹿南秋潟上及び湯沢地域）　※往
増加と多職種の情報共有が図られてきたものの、施設数の目標を達成することはできなかった。

診実施病院・診療所、訪問看護ステーション、薬局、老健施設等 ●

○ ●

2 6 27 28 29 3 0 0 1 0 2

○ ●         0                       0          0          0         30        140        90

○ ○○         0                       0          0         89         0         19         59

○当初計画時の効果事業終了後の効果ｂ／ａ                          63.3%  65.6%  63.6%     0%

最終事業費 当初計画事業費事業実績報告書

●
　補助対象事業者による契約締結においては、県の財務規則に準拠して対応するなど、コスト縮減の

○●○ 0 4
取組を行った。

○
○
○

○ ○
○ ● ○2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 0 1 0 2

　当該事業により普及を進めている在宅医療・介護ＩＣＴ連携システムは、医療・介護従事者の情報共有の効率化に資する         0          0          0          0          0          0          0              

だけではなく、患者の思いを中心に置き、包括的なケアを提供する上で大変有用なシステムである。一定数の施設や患者が         0          0          0          0          0                       0          0
参加しノウハウも蓄積されてきたことから、本補助事業は終了となるが、今後もより多くの関係機関の参加につながるよう

                                              0%ａ／ｂ 、秋田県医師会と緊密な連携を図りながら多職種連携の効果的な普及に努めていく必要がある。

○ ○○
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( )

終了事業事後評価判定点検表

(１)各評価項目の判定基準

１
次

２
次

配
点

判定基準 評価結果観 点 評価項目

住民満足度等を的確に把握しており、満足度もa 2
高い A:有効性は高い

一
(4点)住民満足度等を把握しているが、手法が的確で

住民満足度等の状 b 1
ない又は満足度が高くない

況
B:有効性はある

c 住民満足度等を把握していない 0
（1～3点)

ア有効性
a 2目標値に対する達成率が全て100%以上 C:有効性は低い

二
（0点)

事業目的の達成状 b ａ、ｃ以外の場合 1
況

c 目標値に対する達成率のいずれか一つが80%未満 ２次0 １次

計 4

A:効率性は高い当初計画時と事業終了後の事業効果を比較したa 2 （2点)値（注）が全て1.0以上一 B:効率性はある
（1点)事業の経済性の妥

b ａ、ｃ以外の場合 1 C:効率性は低い当性イ効率性 （0点)

当初計画時と事業終了後の事業効果を比較したc 0 ２次１次値のいずれか一つが0.8未満

計 2

（注）事業経済性の算定式

上式で、効果とは事業の効果を把握するために設定した指標の実績値をいう。なお累積の実績値を設定

している場合は、前年度からの差し引きによる「単年度増加分」を実績値として用います。

(２)総合評価の判定基準

総合評価総合評価の区分 判　定　基　準

全ての観点の評価結果が「Ａ」判定の場合Ａ (妥当性が高い)

総合評価結果が「Ａ」又は「Ｃ」以外の場合Ｂ (概ね妥当である)

全ての観点の評価結果が「Ｃ」判定の場合Ｃ (妥当性が低い)

在宅医療・介護ＩＣＴ連携促進事業0 0 4 0 1 0 1

 （様式５－１）

1

0

B1

1

1 B

（事業終了後の効果／最終事業費） ／ （当初計画時の効果／当初計画時事業費）

B

3


